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北海道旭川商業高等学校（定時制）の部活動に係る活動方針 

 

活動方針策定の趣旨等 

・本校は、学校教育目標等を踏まえ、「道立学校に係る部活動の方針」に則

り、「北海道旭川商業高等学校（定時制）の部活動に係る活動方針」(以下

「本方針」という。)を策定することとした。 

・部活動（愛好会等を含む）を実施する上では、生徒の学校生活等への影響

を考慮した休養日や活動時間を設定し、けがの防止や心身のリフレッシュ

を図るほか、部活動だけではなく、多様な人々と触れ合い、様々な体験を

充実させるなど、生徒のバランスのとれた生活や心身の成長に配慮する。  

・また、教師が、健康でいきいきとやりがいをもって勤務しながら、学校教

育の質を高められる環境を構築するためには、教師の部活動指導における

負担が過度にならないよう配慮し、部活動が持続可能なものとなるよう、

合理的でかつ効率的・効果的に行うものとする。 

・本校は、本方針に則り、持続可能な部活動の在り方について検討し、速や

かに改革に取り組む。 

・本方針は、本校における部活動が、地域、学校、競技種目、分野等に応じ

た多様な形で最適に実施されることを目指す。 

・部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであることか

ら、生徒の自主性、自発性を尊重し、部活動への参加を義務づけたり、活

動を強制しない。 

 

 

１ 適切な運営のための体制整備 

(1) 設置する部活動 

本校は、次の部活動等を設置する。 

 【運動系】男女バドミントン部、卓球部、女子バレーボール部 

 【文化系】新聞部、商業研究部 

 

(2) 「部活動に係る相談・要望の窓口」の設置 

・校内に「部活動に係る相談・要望の窓口」を設置する。 

・連絡先：北海道旭川商業高等学校（旭川市曙３条３丁目） 

       Tel 0166-22-3556   Fax 0166-22-1064 

     E-mail kyokusyo-t0@hokkaido-c.ed.jp  (担当：教頭) 

 

(3) 年間の活動計画、毎月の活動計画及び活動実績の作成・提出 

・年間の活動計画並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、校長に提

出する。 

・部活動に要する経費等に係る資料を配布するなどして、保護者・生徒の

理解を得るよう努める。 
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(4) 指導・運営に係る体制の構築 

・生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、

生徒の安全の確保等の観点から円滑に持続可能な部活動を実施できるよ

う、適正な数の部を設置する。 

・適切な指導、運営及び管理に係る体制が構築されるよう、可能な限り、

部活動ごとに複数の顧問を配置する。 

・部活動指導員の配置に当たっては、適切な指導を行うよう留意する。 

・「学校における働き方改革『北海道アクション・プラン』」(平成 30 年

３月 28 日北海道教育委員会決定)で示している、働き方改革に向けた取

組を推進する。 

 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動推進のための取組 

・部活動の実施に当たっては、生徒の体調変化、気象条件や気温、湿度な

どの環境の変化に十分に注意するとともに、生徒の心身の健康管理、事

故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

 

(1) 運動部活動における適切な指導 

・スポーツ医・科学の見地から、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレ

ーニングの積極的な導入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効

果が得られる指導を行う。 

 

(2) 文化部活動における適切な指導 

・生徒のバランスの取れた健全な成長の確保の観点から、技能等の向上や

大会、コンクール、コンテスト、発表会等でのそれぞれの目標を達成で

きるよう、分野の特性等を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的なトレ

ーニングの積極的な導入等により、休養を適切に取り、短時間で効果が

得られる指導を行う。 

 

３ 適切な休養日等の設定 

・部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、教

育課程内の活動、部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等

の生活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう、十分留意し

設定する。 

(1) 休養日の設定 

学期中の休養日の設定については、次のとおりとする。 

・週当たり２日以上の休養日を設ける(平日は少なくとも１日、土曜日及び

日曜日(以下「週末」という。)は少なくとも１日以上を休養日とする。)。 

・学校閉庁日は休養日とするよう努める。 
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・長期休業中は、学期中に準じた扱いとし、ある程度長期の休養期間（オ

フシーズン）を設ける。 

 

(2) 活動時間の設定 

・１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日(学期中

の週末を含む。)は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ

効率的・効果的な活動を行う。 

 

(3) 高等学校における休養日等の設定 

上記(1)及び(2)の基準を基本とするが、校長が当該部活動の活動計画及

び活動実績等を確認し、下記(4)の休養日の下限及び活動時間の上限の範囲

内での活動を行うと認められる場合には、休養日や活動時間を弾力的に設

定することも考えられる。その際には、学校全体として、持続可能な部活

動の運営体制の構築を図る。 

 

(4) 原則の特例(及び高等学校段階における弾力的な休養日等の設定) 

上記(1)及び(2)に掲げる原則及び上記(3)に掲げる高等学校段階におけ

る弾力的な休養日等の設定に当たっては、成長期にある生徒のバランスの

とれた生活や、部活動指導に関する教師の負担軽減の観点から、休養日の

下限及び活動時間の上限は、次のとおりとする。 

ア 休養日の下限 

・学期中は、平日に週１日(年間 52 日)以上、週末又は祝日に月１日(年

間 12 日)以上の休養日を設けるほか、学校閉庁日(年間９日)を休養日

とし、年間 73 日以上を休養日とする。 

・長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。 

イ 活動時間の上限 

・１日の活動時間は、長くとも平日では３時間程度、学校の休業日(学期

中の週末を含む。)は４時間程度とし、１週間の活動時間は、長くと

も 16 時間程度とする。 

 

４ 部活動の充実に向けて 

(1) 部活動指導の充実を図る取組 

校長は、部活動の教育的意義を踏まえ、効果的に部活動指導を行い、成

果を上げている事例を把握し、部活動の適切な実施及び充実に資するよう

校内及び管内での普及に努める。 

 

(2) 女子の指導に当たっての留意点 

女子の指導に当たっては、女性特有の健康問題の予防対策に関する正し

い知識を得た上で指導を行う。 



 - 4 - 

 

(3) 部活動顧問と生徒の信頼関係づくり 

・指導の目的、技能等の向上や生徒の心身の成長のために適切な指導の内

容や方法であること等を、生徒に明確に伝え、理解させた上で取り組ま

せるなど、部活動顧問と生徒の両者の信頼関係づくりを行う。 

・体罰等は絶対に許されないという考えを持ち指導に当たる。 

 

(4) 部活動内の生徒間の人間関係形成、リーダー育成等の集団づくり 

・生徒のリーダー的な資質・能力の育成とともに協調性、責任感の涵養等

の望ましい人間関係や人権感覚の育成、生徒への目配り等により、部活

動内における暴力行為やいじめ等の発生の防止を含めた適切な集団づく

りを行う。 

 

終わりに 

校長は、本方針を毎年度策定するとともに、必要に応じて内容の見直しを行

う。 


